
条

例 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
一
号 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

別
表
第
九
十
二
項
事
務
の
欄
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を

「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円

滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」

に
、
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再

生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
「
も
の
」
の
下
に
「
（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再

生
等
の
事
業
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
条
第
一
項
第
六
号
の
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
事
業
、

同
項
第
十
八
号
の
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
事
業
又
は
同
項
第
二
十
八
号
の
敷
地
分
割
事
業
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
欄
１
中
「
第
百
四
条
第
一
項
」
を
「
第
百
六
十
三
条
の
五
十
八

第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
２
中
「
第
百
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
百
八
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同

欄
４
中
「
第
百
四
条
第
三
項
」
を
「
第
百
八
条
第
三
項
」
に
、
「
第
百
十
四
条
第
三
項
」
を
「
第

百
六
十
三
条
の
五
十
八
第
三
項
」
に
改
め
、
同
欄
８
中
「
第
百
二
十
条
第
一
項
」
を
「
第
百
十
三

条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄 

中
「
、
第
五
十
一
条
第
六
項
及
び
第
百
十
二
条
」
を
「
及
び
第
五

十
一
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
欄 

中
「
第
百
二
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
百
二
十
条
第
一
項
」

に
改
め
、
同
欄 

を
削
り
、
同
欄 

中
「
第
百
九
条
第
一
項
及
び
第
百
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第

百
四
条
第
一
項
及
び
第
百
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
中 

を 

と
し
、
同
欄 

中
「
第
百
十

四
条
第
一
項
」
を
「
第
百
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
中 

を 

と
し
、 

か
ら 

ま
で
を 

か

ら 

ま
で
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

法
第
百
六
十
三
条
の
五
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
示 

別
表
第
九
十
二
項
事
務
の
欄 

中
「
及
び
第
五
項
か
ら
第
九
項
ま
で
」
を
「
、
第
五
項
か
ら
第

七
項
ま
で
、
第
十
項
及
び
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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